
お客様各位 

 

    

米国米国米国米国（（（（本土本土本土本土・・・・ハワイハワイハワイハワイ・・・・グアムグアムグアムグアム※※※※1111））））にごにごにごにご旅行旅行旅行旅行されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様へへへへ、、、、重要重要重要重要なおなおなおなお知知知知らせですらせですらせですらせです。。。。        

    

ごごごご出発前出発前出発前出発前にににに渡航者渡航者渡航者渡航者のののの身分事項身分事項身分事項身分事項にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを米国米国米国米国CBPCBPCBPCBP（（（（税関国境警備局税関国境警備局税関国境警備局税関国境警備局））））にににに申請申請申請申請しししし、、、、渡航認証渡航認証渡航認証渡航認証をををを得得得得るるるる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

 

平素より、株式会社エイチ･アイ･エスをご愛顧頂き誠にありがとうございます。 

さて、2009年1月12日以降に『査証免除プログラム（ＶＷＰ）※2』を利用し、米国（本土・ハワイ・グアム※1）に渡航する渡航者（入

国・乗継及び通過を含む）に対し、電子渡航認証システム（ＥＳＴＡ※3：エスタ）の渡航認証を取得することが義務付けられました。

渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空（船）会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗（乗船）することが

できなくなります。ＥＳＴＡの渡航認証取得は、お客様ご自身で行っていただく様お願い致します。 

ご出発の７２時間前までの認証取得が推奨されておりますが、余裕をもって認証取得されることを強くお勧めします。 

尚、渡航認証が間に合わずご旅行をお取消される場合は、お申し出の時期により所定の取消料を申し受けます。 

※ 1 グアムに46日以上滞在の方は、ＥＳＴＡ登録が必要です。   

※ 2  特定の国の国民が、ビザを取得しなくても、90日以下の商用または観光目的の滞在のために米国に渡航することが 

 可能なプログラムです。日本は、このプログラムに参加しています。 

※ 3 ＥＳＴＡ：Electronic System for Travel Authorization = 電子渡航認証システム 

【【【【ＥＳＴＡＥＳＴＡＥＳＴＡＥＳＴＡ    基本情報基本情報基本情報基本情報】】】】 

■■■■    対象対象対象対象：：：：2009200920092009年年年年1111月月月月12121212日以降日以降日以降日以降にににに、、、、査証査証査証査証免除免除免除免除プログラムプログラムプログラムプログラムをををを利用利用利用利用しししし無査証無査証無査証無査証でででで米国米国米国米国・・・・ハワイハワイハワイハワイ・・・・グアムグアムグアムグアム※※※※1111へへへへ渡航渡航渡航渡航するするするする方方方方。。。。    

・グアム査証免除プログラムを利用しグアムに45日以内の滞在で渡航する方、陸路で米国に入国する方はESTAの取得は不要。 

・米国入国に際し、査証が必要となる方（就労や留学などの目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方）

はESTAの取得は不要。 

・日本国籍以外の国籍の方は、ご自身でご確認ください。 

 

■■■■    申請方法申請方法申請方法申請方法：：：：米国米国米国米国CBPCBPCBPCBP（（（（税関国境警備局税関国境警備局税関国境警備局税関国境警備局））））ののののウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト（（（（https://ehttps://ehttps://ehttps://esta.cbp.dhs.gov/sta.cbp.dhs.gov/sta.cbp.dhs.gov/sta.cbp.dhs.gov/））））※4からからからから申請申請申請申請。。。。 

・初期画面は英語ですが、サイト右上の言語選択で「Japanese（日本語）」が選択可能です。 

但し、登録内容は英語での入力が必要です。 

  ・2010年9月8日以降のESTA登録に関してはUS$14が必要になります。（☆1） 

・登録項目：申請者情報・旅券情報・渡航情報・米国滞在中の住所情報・質問事項 

・申請に対する承認、保留、拒否の回答は、申請から72時間以内に行われます。 

「承認（許可）」：渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。 

※但し、米国への入国が認められることを証明するものではございません。入国の最終決定は入国地移民審査官が行います。 

「保留」：再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。 

「拒否」：査証申請が必要です。 

いずれの回答にも、申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして必ず番号をお控えください。 

※ 4 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  左記のウェブサイトでの情報の入手で料金を課することはありません。 

  

■■■■    取得取得取得取得したしたしたした渡航認証渡航認証渡航認証渡航認証のののの有効期間有効期間有効期間有効期間：：：：取得取得取得取得からからからから2222年間有効年間有効年間有効年間有効。。。。 

･ 但し、旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。 

   ・ 渡航認証の有効期間中に旅券記載内容に変更があった場合、新たに渡航認証を取得する必要があります。 

 

■■■■    H.I.S.H.I.S.H.I.S.H.I.S.でのでのでのでのESTAESTAESTAESTA代理登録代理登録代理登録代理登録にににに関関関関してしてしてして    

お客様ご自身で認証取得していただくことも可能ですが、弊社にて代理登録も承ります。 

但し、米国ＣＢＰの回答内容に関しましては一切責任を負いかねますので、予めご了承くださいます様お願いいたします。 

必要書類：①ESTA登録質問書兼申込書 ②鮮明なパスポートコピー（顔写真ページ） 

代行手数料：4,200円 代理申請代金1,300円（☆1）予告なく変更される場合ございますのでスタッフへご確認下さい。   

なお、ESTA登録質問書兼申込書は、エイチ・アイ・エス営業所にてご用意しております。 

詳細は、エイチ・アイ・エス 営業所スタッフまでお問合せください。 

状況によりまして、実施内容が予告なく変更される場合ございます。  

                （2010.08.24）      


